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  区域外避難者への住宅無償供与打ち切りに反対し、原発事故避難者 

   の恒久的な住宅支援策を講じることを求める会長声明 

 

 国及び福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に関して、避難指示区

域以外からの避難者(いわゆる「区域外避難者」)に対する、災害救助法に基づく

住宅の無償供与を２０１７年３月末をもって打ち切る方針である。すでに、関係

する職員等による避難者への戸別訪問が数次にわたって実施されるなど、退去に

向けた準備が進められている。福島県は、住宅の無償供与の打ち切りに代わる支

援策として、家賃の補助、公的住宅の提供支援等の新たな支援策を打ち出したが、

家賃は一部補助にとどまり、対象期間は約２年に限定され、収入要件も課される

など、従前の支援と比べて大きく後退する内容となっている。 

 千葉県の調査によると、２０１６年５月時点で、避難指示区域外から千葉県内

に避難し、県営・市営・民間等の応急仮設住宅の供与を受けているのは３６０世

帯であった。その中で意思確認ができた世帯についてみると、２０１７年４月以

降も千葉県に居住し続けることを希望している世帯は、８０％以上の約２５０世

帯にのぼる。そのうち、調査の時点で、２０１７年４月以降の住まいが決まって

いないと回答したのが、約２００世帯にも及んでいる。あわせて、避難者からは、

仕事がなく生活に困っている、精神的にもきつい、といった声が寄せられている

という。 

 「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守

り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(いわゆ

る、「原発事故子ども・被災者支援法」)は、放射性物質が健康に与える影響につ

いて科学的に十分に解明されていないこと等から、避難という選択も十分に尊重

されるべきものとしている(同法第１条、第２条)。現時点での状況を見ると、原

発事故は収束していないばかりか、福島県内の除染作業は断片的で不十分なまま

である。かかる現状に鑑みれば、避難者が、自らと家族の健康に強い不安を抱く
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のは当然のことといえ、避難という選択も十分に尊重されるべき状況にある。い

ま、住宅の無償供与を一方的に打ち切ることは、区域外避難者の「最後の命綱」

を断ち、ようやく築きあげつつある避難先での生活を奪うことになりかねない。

現在住宅供与を受けている避難者に対して、その意思に反して、実質的に帰還ま

たは再移住を強制する結果を招くことがあってはならない。 

 当弁護士会は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に関しては、人権の擁護

と社会正義の実現の観点から、住民の被害の救済を重要な課題として捉え、これ

までに、数次にわたって被災者救済制度等の説明会を開催し、個別的な相談にも

応じてきた。その基本的な立場に照らして被災地での生活環境が整ったとの理由

による住宅の無償供与の一方的な打ち切りを、到底容認できない。 千葉県内にお

いても、住宅支援の継続を求めて、佐倉市議会では意見書が可決され、市川市議

会でも請願書が採択されているところである。 

 以上の状況を踏まえ、当会は、国に対し、原発事故子ども・被災者支援法に基

づき、原発事故避難者の恒久的な住宅支援策を講じることを求める。また、福島

県に対し、区域外避難者への住宅無償提供を―律に打ち切ることなく、区域外避

難者の実情に応じた適切な支援を継続することを求める。そして、千葉県に対し

ては、上記の福島県及び政府の措置が実現するまでの間、区域外避難者に対し、

他都県の例にならって公営住宅への優先入居枠を新たに設けるなど、県独自の住

宅支援措置を拡充することを求める。 

 

２０１６年１２月９日 

千葉県弁護士会          

会長 山 村 清 治  


